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相談・情報センターの専門相談  ☎44-6600
相談名 相談内容 相談日 時間 相談員

法律相談 相続、借地、借家、金銭貸借など民事全般について 月・火・水・金曜日（電話予約制） 午後1時～3時30分 弁護士

税務相談 相続税、贈与税、所得税など税務全般について 毎週木曜日（電話予約制）
7・8・9月は奇数週の木曜日 午後1時～4時 税理士

交通事故相談 賠償、示談など交通事故全般について 第2月曜日（電話予約制） 午後1時～3時50分 弁護士

人権・身の上相談 日常生活での人権問題、心配ごとについて 第3水曜日

午後1時～4時
（受付は午後3時まで）

人権擁護委員

行政苦情相談 行政の仕事に関する苦情について 第1金曜日 行政相談委員

不動産登記相談 不動産登記、その他の登記について
土地建物の調査測量、表示登記について 第3月曜日 司法書士と土地家屋調査士

心のなやみ相談 対人関係や自己内面の悩みについて 第2・4水曜日（電話予約制） 午後1時～4時 医師

外国人相談（英語） 市政や日常生活全般について 第2金曜日 午後1時～4時
（受付は午後3時まで） 相談員

女性のためのこころの相談 女性の悩みについて
（相談場所：三鷹市中央通りタウンプラザ4階女性交流室） 毎週木・土曜日（電話予約制） 午後1時～5時 女性相談員

平成23年度

　市では、住民基本台帳に記載のある70歳以上の方が運転免許証を警察署
に自主返納した場合に、住民基本台帳カードを無料（通常500円）で交付しま
す。同カードは本人確認書類としても使用できるため、主に本人確認書類と
して使用する目的で運転免許証を保管している方の返納を促進し、高齢運転
者による交通事故を未然に防ぎ、安全で安心なまちづくりを進めます。

申請日から6カ月以内の取消通知書（4月1日以降に発行されたもの）と
パスポート・健康保険証など本人確認書類２点（穴の開いた運転免許証を除
く）を持参し市民課（市役所1階）へ
※お渡しまで日数がかかります。
同課☎内線2326

住民基本台帳カードを無料交付します

運転免許証を自主返納した方に運転免許証を自主返納した方に 春 の 交 通 安 全 講 習 会
交通安全のために気を付けるポイントを講話やビデオで紹介します。
三鷹警察署、三鷹交通安全協会、市
4月18日㈪＝教育センター、19日㈫＝連雀コミュニティセンター、21日㈭＝三

鷹駅前コミュニティセンター、22日㈮＝牟礼コミュニティセンター、25日㈪＝井口
コミュニティセンター、26日㈫＝新川中原コミュニティセンター、27日㈬＝大沢下
原地区公会堂、いずれも午後6時30分～7時30分
期間中会場へ　 道路交通課☎内線2883

都営交通無料乗車券の更新時期が変わりました
　平成22年10月1日から有効の乗車券をお持ちの方は、誕生月の末日が
有効期限です。有効期限日がある月の1日から、更新ができますので、
各担当窓口で手続きしてください。
①身体障害者手帳、②愛の手帳（東京都療育手帳）、③戦傷病者手帳、

④被爆者健康手帳をお持ちの方、⑤生活保護受給世帯の方、⑥中国残
留邦人等支援給付受給世帯の方またはその配偶者、⑦児童扶養手当受
給世帯の方　※①～④の方で、有効期限が平成23・24・25年9月30日の
乗車券をお持ちの方は、そのまま期限までお使いいただけます。
乗車券を持参し、各担当課窓口へ（①～④は各種手帳、⑦は児童扶

養手当証明書も持参）
①～④地域福祉課☎内線2619、⑤⑥生活福祉課☎内線2635、⑦子育

て支援課☎内線2753

在勤・在学を含む高校生以上の市民で原則として聴覚に障がいのない方
①初級＝初めて手話を学び、会話程度の技術を身に付けたい方、昼夜各30人
②中級＝初級修了者または同程度の手話技術がある方、昼夜各30人
③上級＝中級コース修了者または同程度の手話技術がある方、昼夜各25人
④通訳コース＝実地体験や模擬体験が主体、三鷹市登録手話通訳者を目指す方、昼夜各20人
※お子さん連れでの受講はご遠慮ください。
いずれも5月17日～平成24年3月13日の火曜日（全32回）、昼の部＝午後1時30分

～3時30分、夜の部＝午後6時50分～8時50分
※④は4月16日㈯に選考試験を実施。
①三鷹市公会堂ほか、②～④福祉会館
3,000円（別途教材代1,000円～2,000円程度がかかります）
①～③は4月4日㈪～11日㈪、④は4月4日㈪～8日㈮（いずれも消印有効）に、往

復はがきに必要事項（7面参照）、コース名（昼夜の別）、過去の手話講習会受講者
は修了コース名（修了年度）、手話学習年数、手話サークルに所属している方は
サークル名、在勤（在学）の方は勤務先（学校）名・所在地・電話番号を記入し「〒
181-8555地域福祉課障がい者福祉係」へ（いずれも申込多数の場合は抽選）
※初級・中級コースは修了者の同コース再受講は不可。上級コースは、通訳コ
ース選考試験に不合格だった方に限り1回のみ再受講可。
※中級・上級コースは、平成22年度初級・中級コース修了者優先。
同課☎内線2618

三鷹市手話講習会の受講者募集平成
23年度

平成23年度予算が成立しました
　平成23年度の市の予算が、市議会で可決され成立しました。平成23年度
予算は、一般会計が649億8,711万7千円で、前年度予算と比較すると5億2,086
万6千円（0.8％）の増となります。各特別会計の予算額の合計は、367億5,450
万円で、前年度予算と比較すると8億6,828万7千円（2.4％）の増となります。
　平成23年度の施政方針の全文と予算の概要は、市のホームページで公開
しています。また、「平成23年度施政方針・予算概要」「平成23年度三鷹市
一般会計・特別会計予算及び同説明書」は、相談・情報センター（市役所2
階）や市立図書館などで閲覧できるほか、同センターで販売しています。

財政課☎内線2126

6月1日現在で、次の条件を満たす方20人
①市内に在住している（住民基本台帳に記載または外国人登録原票に登録がある）
②1～6歳未満のお子さんを2人以上養育している、③自転車の適正な保管場所を確
保できる、④自転車安全講習会（下記参照）に参加できる（未受講者のみ）
1,000円（1カ月あたり）

※身体障害者手帳・愛の手帳の写し、生活保護受給証明書（原本）などを提出した場
合、料金を減免できる場合があります。
4月3日㈰～18日㈪（消印有効）までに申請書（道路交通課〈市役所5階51番窓口〉、

市政窓口、㈱まちづくり三鷹で配布）に必要事項を記入し「〒181-8555道路交通課」
へ（申込多数の場合は抽選、結果は4月28日㈭以降に発送）
◆貸出自転車　幼児2人同乗基準適合車（ブリヂストン社製）3段ギア付き20台
◇利用開始　6月1日㈬から
◇利用期間　1カ月単位で、申込資格を満たす期間を限度とします。お子さんが6歳
になった時は、その年度の3月31日まで利用できます。ただし、東京都道路交通規
則の規定により、同乗できるお子さんの年齢は6歳未満です。
※自転車を破損した場合は、修繕費用を負担していただきます。
◇利用にあたって　自転車の安全利用を進めるため、幼児用ヘルメットの使用と、市と
三鷹警察署が主催する「自転車安全講習会」を受講していただきます（未受講者のみ）。

　市では、東京都道路交通規則の安全基準を満たした「幼児2人同乗用自転車」のレ
ンタサイクル事業を実施しています。

自転車安全講習会
5月26日㈭午後2時～3時、27日㈮午前10時30分～11時30分
三鷹産業プラザ

幼児2人同乗用自転車のレンタル希望者を募集します
道路交通課☎内線2883

◆市民税非課税の方
本人確認書類(保険証または運転免許証)、非課税を確認できる書類（平成23年度

介護保険料納付〈決定〉通知書の「本人の住民税課税の有無」欄に「非課税」の記載の
あるもの、平成23年度市民税非課税証明書、生活保護受給証明書のいずれか一つ）
1,000円

◆昨年中の合計所得金額が125万円以下の方
本人確認書類（保険証または運転免許証）と平成23年度介護保険料納付（決定）通

知書の「本人の合計所得金額等」欄に「125万円以下」の記載があるもの、平成23年
度市民税課税証明書のいずれか一つ　 1,000円
◆市民税課税の方
本人確認書類（保険証または運転免許証）　 10,255円

必要書類と代金を持参して小田急バスの営業所または案内所へ
※平成23年度市民税と介護保険料の賦課決定以前（4・5月）に申し込む場合は、22
年度の確認書類をお持ちください。

満70歳の誕生月の初日から申し込みができます

東京都シルバーパスの新規申し込み
東京バス協会（シルバーパス専用)☎03-5308-6950

　満70歳以上の都民の方（寝たきりの方を除く）は、申し込みに
より都内民営バスや都営交通を利用できる「東京都シルバーパ
ス」が発行されます。有効期限は9月30日㈮まで。


